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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

漁
業
災
害
補
償
法
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
（
農
林
水
産
政
策
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

漁
船
損
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告

示

山
口
県
告
示
第
七
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
八
条
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
次
の
区

域
及
び
区
分
に
つ
い
て
法
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
。

令
和
五
年
一
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

区

域

区

分

須
佐
区
域

宇
田
郷
区
域

大
島
区
域

〃浮
島
区
域

法
第
百
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
漁
業

〃総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業

ま
き
網
を
使
用
し
て
営
む
漁
業
及
び
大
型
定
置
網
漁
業

船
び
き
網
漁
業
及
び
主
と
し
て
底
び
き
網
を
使
用
し
て
営
む
漁

業
以
外
の
漁
業

山
口
県
告
示
第
八
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

同
意
を
求
め
る
た
め
、
次
の
一
の
と
お
り
事
前
届
出
が
あ
っ
た
。

当
該
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
は
、
次
の
二
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
一
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

届
出
事
項

発

起

人

漁
船
損
害
等
補
償
法
第

百
十
三
条
第
一
項
の
申

出
を
す
る
漁
業
協
同
組

合

加
入
区

住

所

氏

名

牛
島
加
入
区

光
市
大
字
牛
島
四
四
八

尾
林

治
義

山
口
県
漁
業
協
同
組
合

〃

〃

五
六
五

中
村

勇
一

田
布
施
加
入

区

熊
毛
郡
田
布
施
町
大
字
麻
郷
三
六
八
六
の

一

大
内

勝
利

〃

〃

〃

大
字
別
府
二
四
六
の
六

濱
田

秀
樹

二

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

加
入
区

縦

覧

期

間

縦

覧

場

所

牛
島
加
入
区

令
和
五
年
一
月
十
七
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で

山
口
県
漁
業
協
同
組
合

田
布
施
加
入

区

〃

〃

一
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教
育
委
員
会

公

告公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
に
係
る
手
続
の
開
始

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第

三
百
七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
契
約
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式

に
係
る
手
続
を
開
始
し
ま
す
。

令
和
五
年
一
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

業
務
の
概
要

㈠

業
務
名

や
ま
ぐ
ち
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
運
営
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
業
務

㈡

業
務
内
容

応
募
要
項
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

㈢

契
約
期
間

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
日
ま
で

二

参
加
資
格

こ
の
手
続
に
参
加
で
き
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
と
す
る
。

㈠

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う
。
）
第
百
六

十
七
条
の
四
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
い
こ
と
。

㈡

政
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競

争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
及
び
そ
の
者
を
代
理
人
、
支
配
人
そ
の
他
の
使

用
人
又
は
入
札
代
理
人
と
し
て
使
用
す
る
者
で
な
い
こ
と
。

㈢

県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
製
造
の
請
負
、
物
品
等
の
買
入
れ
、
借
入
れ
及
び
売
払
い
並
び
に
業

務
の
委
託
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
並

び
に
資
格
審
査
申
請
の
時
期
及
び
方
法
等
に
関
す
る
告
示
（
令
和
四
年
山
口
県
告
示
第
百
七
十
九

号
）
に
基
づ
く
資
格
審
査
に
お
い
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
業
務
の
委
託
の
特
Ａ

の
等
級
に
格
付
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

㈣

こ
の
手
続
の
開
始
の
日
か
ら
令
和
五
年
二
月
二
十
日
ま
で
の
間
の
い
ず
れ
の
日
に
お
い
て
も
業

務
委
託
及
び
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
等
参
加
停
止
措
置
要
領
に
基
づ
く
参
加
停
止
を
受
け

て
い
な
い
こ
と
。

三

手
続
等

㈠

応
募
要
項
の
配
布

令
和
五
年
一
月
十
七
日
午
前
九
時
か
ら
同
年
二
月
二
十
日
午
後
五
時
ま
で
、
山
口
県
教
育
庁
教

育
政
策
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
や
ま
ぐ
ち
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
運
営
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
業
務

に
係
る
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
の
実
施
に
つ
い
て
」
に
掲
載
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
。

㈡

参
加
表
明
書
の
提
出
方
法
、
提
出
先
及
び
受
領
期
限

⚑

提
出
方
法

持
参
し
、
又
は
山
口
県
教
育
庁
教
育
政
策
課
へ
事
前
に
連
絡
の
う
え
、
郵
送
し
、
若
し
く
は

電
子
メ
ー
ル
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
。

⚒

提
出
先

山
口
県
教
育
庁
教
育
政
策
課

⚓

受
領
期
限

令
和
五
年
二
月
十
三
日
午
後
五
時

㈢

企
画
提
案
書
の
提
出
方
法
、
提
出
先
及
び
受
領
期
限

⚑

提
出
方
法

持
参
し
、
又
は
山
口
県
教
育
庁
教
育
政
策
課
へ
事
前
に
連
絡
の
う
え
郵
送
す
る
こ
と
。

⚒

提
出
先

山
口
県
教
育
庁
教
育
政
策
課

⚓

受
領
期
限

令
和
五
年
二
月
二
十
日
午
後
五
時

㈣

審
査

審
査
は
、
次
の
審
査
委
員
に
よ
り
、
最
も
優
れ
た
企
画
提
案
書
を
提
出
し
た
者
の
特
定
を
令
和

五
年
二
月
下
旬
に
行
う
。

道
免

憲
司

山
根

昌
浩

石
原

大
資

室
田

和
範

渡
辺

義
征

藤
田

康
志

四

そ
の
他

㈠

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

㈡

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

二
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㈢

契
約
書
作
成
の
要
否

要

㈣

参
加
表
明
書
の
提
出
時
に
お
い
て
二
の
㈢
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
令
和

五
年
二
月
二
十
七
日
ま
で
に
こ
れ
を
満
た
す
こ
と
を
も
っ
て
足
り
る
。

㈤

こ
の
手
続
の
開
始
後
に
、
二
の
㈢
に
掲
げ
る
資
格
の
申
請
を
す
る
場
合
は
、
令
和
五
年
二
月
二

十
日
午
後
五
時
ま
で
に
山
口
県
会
計
管
理
局
会
計
課
（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

三
九
一
五
）
に

申
請
書
を
提
出
す
る
こ
と
。

㈥

こ
の
手
続
に
参
加
し
た
者
が
業
務
委
託
及
び
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
等
参
加
停
止
措
置

要
領
に
基
づ
く
参
加
停
止
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
、
審
査
の
対
象
と
せ
ず
、
又
は
契
約

の
締
結
を
行
わ
な
い
こ
と
が
あ
る
。

㈦

詳
細
に
つ
い
て
は
、
山
口
県
教
育
庁
教
育
政
策
課
（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

四
四
九
三
）
に

問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

五

Sum
m
ary

⑴

N
ature
and
quantity
of
the
services
to
be
required
:O
perational
w
ork
at
the
Y
am
a-

guchi
Sm
art
School
M
anaging
Support
C
enter

⑵

D
eadline
to
express
interests:5
:00
P.M
.F
ebruary
13,2023

⑶

D
eadline
to
subm
it
proposals:5
:00
P.M
.F
ebruary
20,2023

⑷

D
elivery
Place:T
he
place
designated
by
person
in
charge
of
the
contract

⑸

D
ivision
in
charge
of
procurem
ent
and
contact
point
for
the
notice:
E
ducational

Policy
D
ivision,B
oard
of
E
ducation,Y
am
aguchiPrefecturalG
overnm
ent,1-1
T
akim
a-

chi,Y
am
aguchi
C
ity
(T
el.083-933-4493)

選
挙
管
理
委
員
会

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
五
年
一
月
十
七
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

秋

本

泰

治

政
治
団
体
の

名
称

代
表
者
の

氏
名

会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
そ
の
他
の
事
項

備
考

（
届
出

年
月
日 ）

金
子
よ
し
は
る
後

援
会

金
子
義
治
金
子
義
治
下
関
市
伊
倉
本
町
17番
10

号
令
和
４
、

10、
４

か
ん
が
い
よ
し
は

る
後
援
会

甲
谷
理
温
甲
谷
実
穂
子
宇
部
市
錦
町
５
番
５
号

〃
11、
〃

県
政
へ
、
走
り
出

す
！
会

笹
村
泰
三
笹
村
泰
三
萩
市
大
字
津
守
町
５

〃
〃
〃

し
も
の
せ
き
鳳
凰

会
白
石

創
白
石

創
下
関
市
山
の
田
南
町
２
番

46号
〃
〃
28

税
理
士
に
よ
る
北

村
経
夫
後
援
会

藤
中
秀
幸
別
府
有
里
岩
国
市
周
東
町
下
久
原

411の
４

〃
〃
10

な
ご
し
と
お
る
後

援
会

渡
邉
竜
也
嵯
峨
孝
司
宇
部
市
南
浜
町
２
丁
目
５

番
11号

〃
10、
28

に
い
む
ら
秀
雄
後

援
会

新
村
秀
雄
新
村
法
子
宇
部
市
大
字
際
波
213の

124
〃
11、
１

西
哲
夫
後
援
会

海
下
竜
一
郎
古
泉
直
紀
熊
毛
郡
上
関
町
大
字
室
津

659の
１

〃
10、
７

日
鉄
ス
テ
ン
レ
ス

労
働
組
合
政
治
活

動
委
員
会

藤
田
英
二
橋
本
淳
二
光
市
大
字
島
田
3434

〃
〃
20

花
本
敏
夫
後
援
会
武
田
房
枝
林

岳
山
陽
小
野
田
市
大
字
郡

4042
〃
11、
22

林
と
よ
ひ
ろ
後
援

会
林

豊
廣
浅
野
昌
伸
宇
部
市
大
字
東
岐
波
4552

〃
〃
４

原
ま
き
サ
ポ
ー

タ
ー
ズ

原
真
紀
窪
田
伸
子
熊
毛
郡
平
生
町
大
字
佐
賀

2056の
２

〃
〃
29

ふ
じ
お
お
さ
む
後

援
会

藤
生

宰
藤
生

宰
山
口
市
小
郡
大
江
町
４
番

29号
〃
10、
３

藤
本
か
ず
の
り
サ

ポ
ー
タ
ー
ズ

本
池

純
大
久
保
芙
美

子
宇
部
市
錦
町
８
番
６
号

〃
11、
17

松
岡
し
ん
い
ち
後

援
会

松
岡
伸
一
松
岡
直
子
〃

〃
５
番
５
号

〃
〃
１

山
野
陽
生
後
援
会
山
野
陽
生
山
野
純
子
下
関
市
彦
島
迫
町
３
丁
目

９
番
41号

〃
10、
19

山
本
ち
え
こ
後
援

会
福
田
浩
三
山
本
千
栄
子
〃

貴
船
町
４
丁
目
１

番
26号

〃
11、
28

吉
松
た
け
し
後
援

会
戸
坂
隆
男
吉
松

剛
宇
部
市
大
字
東
岐
波
2204

〃
10、
26

渡
壁
幸
一
郎
後
援

会
渡
壁
幸
一
郎
渡
壁
幸
一
郎
〃

東
本
町
1丁
目
９

番
16号

〃
11、
１

二
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山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
政
治
団
体
の
異
動
事
項
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
五
年
一
月
十
七
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

秋

本

泰

治

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

異
動
事
項

異
動

内
容

備
考

(

)

異
動

年
月
日

新
旧

秋
山
け
ん
じ
後
援
会

秋
山
賢
治

事
務
所
下
関
市
武
久
西

原
台
６
番
１
号
下
関
市
豊
前
田

町
２
丁
目
５
番

３
号

令
和
４
、

10、
１

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の
区
分

国
会
議
員
関
係

政
治
団
体
以
外

の
政
治
団
体

政
治
資
金
規
正

法
第
19条
の
７

第
１
項
第
１
号

に
係
る
国
会
議

員
関
係
政
治
団

体
か
つ
同
項
第

２
号
に
係
る
国

会
議
員
関
係
政

治
団
体

岡
た
か
こ
後
援
会

大
嶋
直
隆
事
務
所
萩
市
大
字
土
原

113の
１

萩
市
大
字
椿
東

3022の
８

〃
11、
22

暮
ら
し
満
足
度
日
本
一
の
萩
を

実
現
す
る
会

中
村
剛
太
郎
〃

〃
大
字
浜
崎

町
69

〃
大
字
浜
崎

新
町
124

〃
10、
〃

し
の
ざ
き
圭
二
後
援
会

前
田

勲
〃

宇
部
市
岬
町
２

丁
目
３
番
15号

宇
部
市
笹
山
町

１
丁
目
１
番
２

号
〃
〃
１

田
中
よ
し
か
ず
後
援
会

藤
井

勲
代
表
者
藤
井

勲
高
嶋
雄
一

〃
11、
〃

会
計
責
任
者
田
中
太
一
朗

田
中
ク
ゲ
ヨ

谷
村
善
彦
後
援
会

殿
明
文
久
代
表
者
殿
明
文
久

中
本
正
晴

〃
10、
〃

中
村
た
か
ゆ
き
後
援
会

中
村
隆
征
〃

中
村
隆
征

河
村
宗
人

〃
９
、
21

中
村
博
行
後
援
会

前
田
清
治
〃

前
田
清
治

福
田

誠
〃
11、
19

萩
の
未
来
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

藤
道
健
二
事
務
所
萩
市
大
字
浜
崎

町
69

萩
市
大
字
浜
崎

新
町
124

〃
10、
22

は
ま
お
か
歳
生
後
援
会

山
岡
源
吾
代
表
者
山
岡
源
吾

田
上
光
義

〃
11、
16

藤
道
健
二
後
援
会

椙
本
久
繁
事
務
所
萩
市
大
字
浜
崎

町
69

萩
市
大
字
浜
崎

新
町
124

〃
10、
22

山
口
県
私
立
幼
稚
園
振
興
連
盟
渡
邊
和
行
代
表
者
渡
邊
和
行

梶
山
正
迪

〃
〃
１

山
口
県
バ
ス
交
通
懇
話
会

東
田
成
民
〃

東
田
成
民

松
村
喜
裕

〃
〃
25

ワ
ク
ワ
ク
す
る
宇
部
市
を
実
現

す
る
会

川
元
宏
一
郎
事
務
所
宇
部
市
岬
町
２

丁
目
３
番
15号

宇
部
市
笹
山
町

１
丁
目
１
番
２

号
〃
〃
１

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
解
散
等
に
係
る
政
治
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
五
年
一
月
十
七
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

秋

本

泰

治

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

解
散

年
月
日

国
民
民
主
党
山
口
県
参
議

院
選
挙
区
第
１
総
支
部

大
内
一
也
大
内
一
也
周
南
市
清
水
２
丁
目
11番
11号

令
和
４
、

８
、
26

立
憲
民
主
党
山
口
県
参
議

院
選
挙
区
第
１
総
支
部

秋
山
賢
治
酒
本
哲
也
下
関
市
上
田
中
町
４
丁
目
１
番
６
号

〃
９
、
12

上
田
修
一
後
援
会

家
永
良
恵
柴
田
博
之
防
府
市
南
松
崎
町
10番
38号

〃
〃
５

清
水
ひ
ろ
し
後
援
会

清
水
浩
司
清
水
恵
子
〃

大
字
鈴
谷
279

令
和
３
、

12、
31

田
村
ひ
ろ
み
後
援
会

橋
本
園
美
橋
本

都
岩
国
市
今
津
町
２
丁
目
７
番
35号

令
和
４
、

10、
31

山
口
県
藤
井
基
之
薬
剤
師

後
援
会

吉
田
力
久
寺
戸

功
山
口
市
吉
敷
下
東
３
丁
目
１
番
１
号

〃
〃
〃

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
五
年
一
月
十
七
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

秋

本

泰

治
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資
金
管
理
団
体

の
届
出
を
し
た

者
の
氏
名

公
職
の
種
類

資
金

管
理

団
体

備
考

(

)

指
定

年
月
日

名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
の
氏
名

甲
谷
理
温
宇
部
市
議
会

議
員

か
ん
が
い
よ
し
は

る
後
援
会

宇
部
市
錦
町
５
番
５
号

甲
谷
理
温
令
和
４
、

10、
31

新
村
秀
雄
〃

に
い
む
ら
秀
雄
後

援
会

〃
大
字
際
波
213の

124
新
村
秀
雄
〃
〃
〃

原
真
紀
平
生
町
議
会

議
員

原
ま
き
サ
ポ
ー

タ
ー
ズ

熊
毛
郡
平
生
町
大
字
佐
賀
2056

の
２

原
真
紀
〃
11、
26

松
岡
伸
一
宇
部
市
議
会

議
員

松
岡
し
ん
い
ち
後

援
会

宇
部
市
錦
町
５
番
５
号

松
岡
伸
一
〃
10、
31

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
資
金
管
理
団
体
の
異
動
事
項
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
五
年
一
月
十
七
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

秋

本

泰

治

資
金
管
理
団
体

の
届
出
事
項
の

異
動
の
届
出
を

し
た
者
の
氏
名

資
金
管
理
団
体
の
名
称

異
動
事
項

異
動

内
容

備
考

(

)

異
動

年
月
日

新
旧

秋
山
賢
治

秋
山
け
ん
じ
後
援
会

公
職
の
種
類
下
関
市
議
会
議

員
参
議
院
議
員

令
和
４
、

10、
１

事
務

所
下
関
市
武
久
西

原
台
６
番
１
号
下
関
市
豊
前
田

町
２
丁
目
５
番

３
号

藤
道
健
二

萩
の
未
来
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
〃

萩
市
大
字
浜
崎

町
69

萩
市
大
字
浜
崎

新
町
124

〃
〃
22

五
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令
和
五
年
一
月
十
七
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
五
年
一
月
十
七
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


